
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 ２月改訂版 
 

 

板 橋 区子 ども家 庭 部保 育 サービス課                     

            

事 故 防 止 

と 

事故発生時対応 



 

 

はじめに 

 

 保育所等における子どもの安全の確保については、送迎バスに置き去りにされ

た子どもが亡くなるなど、重大事故が繰り返し発生する中で、令和５年４月１日

より安全計画を各施設において策定することが義務付けされ、重大事故を防止す

る取組のより一層の徹底が求められています。 

 保育施設に在籍する乳幼児の健全な発育に寄与し、保育中の死亡事故等の重大

事故を防止するため、板橋区では、板橋区保育施設巡回支援指導事業実施要綱（平

成 31 年３月１日区長決定）に基づき、巡回支援指導員（保育士または看護師資

格を持つ専門職）が、保育施設への指導、助言及び相談の巡回支援等を行ってい

ます。巡回支援指導員は、区内民間保育施設を訪問する際に本マニュアルを配付

し、注意喚起を行うとともに、保育内容を観察しながら適宜具体的な指導・助言

を行っています。 

 保育中の重大事故を防止するため、各施設・事業者のマニュアルと併せて、こ

の冊子を是非ご活用ください。 

 

 

事 故 防 止 の 徹 底 

 ◆ 乳幼児の発達の特性等を踏まえた事故防止マニュアルや安全点検票を作

成し、日々及び定期的に点検する。 

 ◆ 子どもの生活リズム、特性、健康状態を把握しておく。 

 ◆ 事故事例、ヒヤリ・ハット事例等を記録・分析し、事故予防策に活用する。 

 ◆ 地域や保育所間で情報共有を図るとともに、研修等を通じて職員のスキル

アップを図る。 

 ◆ 事故・災害発生に備え、緊急時のマニュアルを作成し、職員間で共有する

とともに、定期的な訓練を実施する。 

 ◆ 病気や事故など重大事故を想定した救命救急訓練等を行うこと。 

 ◆ 重篤な事故が発生した時は、速やかに事故報告を行うこと。 

 

（東京都福祉保健局指導監査部 

令和５年度保育所講習会資料「認可保育所の指導検査について（運営管理）」より抜粋） 
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１ 事故防止 

（１）睡眠中の安全確保 

  ① 日頃から準備しておきたいこと 

  （ア）保護者との緊密なコミュニケーションを取る。 

    ・家庭での子どもの様子、睡眠時の癖、体調等を保護者から聞き取る。 

    ・預かり始めの時期や体調不良明けは特に注意して聞き取る。 

  （イ）事故防止に係る職員の資質の向上に努める。 

    ・全ての職員が、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED の使用等）の   

実技講習、事故発生時の対処方法を身につける実践的な研修を行う。 

    ・窒息リスクがあることに気付いた場合は、ヒヤリハット記録などに記録する。

リスクマネジメントに関わる会議を定期的に開催し、記録した内容を振り返り、

マニュアルに反映させるなど、職員間で共有できる体制を構築する。 

    ・緊急時対応マニュアルを作成（見直）し、曜日・時間帯・職員体制別に、職種や

職員数に応じた役割分担を決め、分担に応じた実践的な訓練を繰り返し行う。 

  ② 睡眠環境を整える 

   ・照明は、睡眠時の乳幼児の顔色の変化が観察できるくらいの明るさを保つ。 

・厚着をさせすぎない、暖房を効かせすぎない。 

   ・柔らかい布団・バスタオルやぬいぐるみ・枕等を使用しない。 

   ・スタイ、タオル、ぬいぐるみ等は、顔の周りには置かない。 

   ・睡眠時のオルゴールは音量に配慮し、子どもが入眠したら消す。 

  ③ 睡眠中に保育従事者が気を付けること 

   ・子どもの口の中に異物がないかを確認する。 

   ・ミルクや食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。 

   ・必ず大人が見ていること（子供全員が見える位置につく、死角を作らない） 

   ・機器の使用の有無に関わらず、必ず職員がそばで見守る。 

   ・保育従事者間やクラス間の連携を緊密にする。 

   ・乳幼児の顔が見える仰向けに寝かせることが重要です（医師がうつぶせ寝を勧め

る場合除く）。 

   ※うつぶせ寝になった場合は、仰向けにしてください。 

   ※顔が横を向いていても胸がついている場合はうつぶせ寝状態と同様ですので、仰

向けにしてください。 

④ 睡眠チェックリストの記入 

   ・睡眠チェックリストをつける。0 歳児は５分ごと個別、1・2 歳児は 10 分ごと個

別に記録する（＊板橋区認可外保育施設は１歳児５分ごと）（区立保育園では、幼児も 10

分ごとに全体（基礎疾患・体調不良のある児童のみ個別）で記録している）。 

   ・子どもがうつぶせ寝や横向きになったら、保育従事者が仰向けに直し、睡眠チェ

ックリストに直したことを記録する。 

   ・乳幼児の体に触れて確認する（寝つきや睡眠中の姿勢、顔色、呼吸、体温）。 

   ・人任せにしないよう、チェックする担当者を明確にする。 
   ※確認時刻や体位などの睡眠チェックリストの記録は、SIDS 診断の確認事項となる可能性もありま

す（乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン（第２版）（平成 24 年 10 月厚生労働省 SIDS
研究班作成））。 

【資料】●睡眠チェックリスト（記入例）東京都福祉保健局指導監査部保育所講習会資料より引用 2 ページ 
    ●保育の安全シート１-1・1-2「保育の安全研究・教育史センターのウェブサイト」から許可を得 

て転載３～４ページ    
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９
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（
△
）
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熱
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％
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0
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0
25
3
0
3
5
40
4
5
50
5
5

姿
勢

↑
↑
↑
↑
→
↑
↓
↑
↑
↑

顔
色
・
呼
吸

✔
✔
✔
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東 　 京 子 都 　 太 郎
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（
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名
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（
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等
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名
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↑
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□
照
明
は
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睡
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の
乳
幼
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観
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き
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ぶ
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。
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寝
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顔
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・
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ェ
ッ
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た
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、
項
目
に
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を
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姿
勢
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記
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睡
眠
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
担
当
者
を
記
入

（
名
前
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
等
）

備
考
欄
に
は
子
ど
も
の
様
子
を
記
入

（
咳
、
熱
等
）
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「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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（２）食事時の安全管理と窒息時対応 

 ① 誤嚥と窒息を防ぐ 

 （ア）日頃から準備しておくこと                  

    ・子どもにとって初めて食べる食材は、施設で提供する前に家庭で試してもらう。 

    ・食品を小さく切り、食べやすい大きさにする。 

    ・子どもの口にあった量で与える（一回で多くの量を与えすぎない）。     

 （イ）食事環境を整える 

    ・子どもに合わせた机と椅子の高さにする。（床に足が着く。肘はテーブルの高さ。） 

    ・子どもが食事に集中できる環境をつくる。（テーブルに座る人数や食事後の過ごし

方などに配慮する。） 

 （ウ）食事中・食事後に保育従事者が気を付けること          

    ・水分をとってのどを潤してから食べる。 

    ・口の中に食べ物を詰め込み過ぎないよう伝えていく。 

    ・よく噛んで食べるよう伝えていく。 

    ・「笑う」「泣く」場面があれば、食べ物がのどに詰まることがないよう、特によく観

察する。 

    ・子どもの口の中に、飲み込むことができない食べ物が残っていたり、飲み込みにく

そうな様子が見られたら、口の中の食べ物を取り出す。 

    ・子どもが食事の途中で眠くなった様子が見られたら、無理に食べさせない。 

    ・子ども一人ひとりから目を離さず、嚥下の様子をしっかり見る。 

    ・ゆとりをもって子どもが十分に食べられる時間を確保する。 

    ・子どもの口の中が空になっていることを確認する。 

    ・食後すぐに寝かさない。  

 （エ）年齢別に配慮しましょう 

   ＜0 歳児＞ 

    ・子どもの腰が安定するように、椅子の工夫をする。 

     （背もたれを置く、足台を置くなど。） 

    ・保育従事者が子どもを抱いて授乳し、授乳後はゲップをさせてから寝かせる。 

   ＜１・2 歳児＞ 

    ・食の自立とともに、窒息事故が起こりやすくなることを把握しておく。 

    ・食べ方や様子が見えるようそばにつき、できるだけ離れず子どもが落ち着いて安

全に食べられるように見守る。 

   ＜3・4・5 歳児＞ 

    ・保育従事者は子どもの状況が把握できる位置につき、安全な食べ方をしているか確

認する。（姿勢、口に入れる量、水分などに留意する。）      

                                            

                                            

 

安全に食べるために気を付けたいポイント 

１． 誤食や窒息につながりやすい食べ物に注意する。 

２． 危険な食べ方、食べさせ方に注意する。 

３． 普段から危険な食べさせ方とならないように意識づける。 
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【離乳食で使用する果物の目安】 
令和５年４月の鹿児島県、同年５月の愛媛県でのりんごの離乳食提供時における死亡事故を受け、

区立保育園では、下表の通り果物の提供方法を見直しました。 

種類 7～8 か月頃食 9～11 か月頃食 12～18 か月頃食 乳児食への移行期 

バナナ 
つぶして 

ペースト 
7～8mm 角切り スティック 4～5cm 長さ 

りんご・

梨 

煮つぶして 

ペースト 
煮つぶす 1cm 角で煮る 

生のスライス・ 

生のスティック 

みかん つぶし 
薄皮除き 

小さく切る 
横 1/2 カット 

柑橘類 
薄皮除き 

つぶす 

薄皮除き 

小さくほぐす 

薄皮除き 

小さく切る 
三ツ割 

すいか 

メロン 
つぶし 

1cm 角 

5mm 厚さ 
1cm 角のコロコロ、1/4 スライス 

いちご つぶして叩く 粗つぶし 縦 1/4 カット 

※柿は 12～18 か月頃食までは、りんごで代用する。 

 

誤嚥・窒息につながりやすいので給食での使用を避ける食材  

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～」（参考例１）から転載 

                                            

 

 

 

 

 

食品の形態、特性 食材 備考 

球形という形状が危険な食材 

（吸い込みにより気道をふさぐ

ことがあるので危険） 

 

 

プチトマト 
四等分すれば提供可であるが、保育園では他

のものに代替え 

乾いたナッツ、豆類 

   （節分の鬼打ち豆） 
 

うずらの卵  

あめ類、ラムネ  

球形の個装チーズ 加熱すれば使用可 

ぶどう、さくらんぼ 球形というだけでなく皮も口に残るので危険 

粘着性が高い食材 

（含まれるでんぷん質が唾液と

混ざることによって粘着性が高

まるので危険） 

餅  

白玉団子 
つるつるしているため、噛む前に誤嚥してし

まう危険が高い 

固すぎる食材 

（噛み切れずそのまま気道に入

ることがあるので危険） 

いか 小さく切って加熱すると固くなってしまう 

〈家庭に協力を依頼しましょう〉 

プチトマト、カップゼリー、ぶどうなどは、誤嚥や窒息を防ぐために保育園給食で使用を控えて

いることを家庭にも伝えましょう。「配慮が必要」であることは家庭でも同じなので、危険性につい

て情報を提供した方がよいです。 

遠足などお弁当持参の時にも配慮してほしいことを、クラスだよりや給食だよりで各家庭に伝え

ましょう。 
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「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～」（参考例１_７）から転載 
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 ② 食物アレルギー児の誤食を防ぐ 

  （ア）日頃から準備しておくこと 

    ・生活管理指導表を活用して施設として対応を取るよう、職員間で、また、保護者、

かかりつけ医や緊急対応医療機関と十分に連携する。 

    ・生活管理指導表は、入所時や診断時だけではなく、この他に年 1 回以上、必要に応

じて更新する。 

    ・子どもが初めて食べる食品は、家庭で安全に食べられることを確認してから施設で

の提供を行うことが重要。 

    ・除去していたものを解除する場合は、医師の指導に基づいて、保護者と施設との間

で、書面申請をもって対応する。 

    ・保育従事者はエピペン®の使い方や与薬の使用方法など、子ども一人ひとりに応じ

た対応訓練を定期的に行う。 

 

  （イ）調理担当者が気を付けること 

    ・人的エラーを防ぐために、写真付きの名札、食物アレルギー児用の個別トレイを使

用したり、食器の色を変えるなど最大限の配慮をする。 

    ・除去を要する食品が何かを記載した配膳カードなどを作成し、声出し確認と書面で

の確認を調理担当者間、調理担当者と保育従事者間、保育従事者間で二重三重のチ

ェック体制をとる。 

 

  （ウ）食事提供者が気を付けること 

    ・担当する職員の体制が変わる時（土曜日、延長保育）やイベント時などに事故が起

きないよう対応をマニュアル化し、職員間で徹底する。 

    ・普段と違う子どもや保育従事者がクラスに入るときには、状況を知らせ配慮する。 

 

  （エ）給食以外のリスクに備える 

    ・小麦粉粘土や牛乳パックを遊びの中で利用する場合も、注意が必要。 

    ・菜園、栽培などの収穫野菜を食べるときも、注意が必要。 

    ・行事や園外活動、イベントの時のお弁当やおやつの場面でも、注意が必要。 

    ・緊急時の避難場所での誤食を防ぐための事前の備えが必要。 

 

 

 

                                               

 

 

 

〈アレルギー児の食事対応について〉 
 

食物アレルギーの対応においては、成長が著しい子どもの心身の健全な発達・発育の観点から、

不必要に食物除去がなされることがないよう、医師の判断及び指示に基づく生活管理指導表を用

いた原因食品の完全除去を行うことが基本である。また、食物アレルギーの有症率は乳幼児期が

最も高いが、成長とともに治癒することが多いことから、除去については定期的な見直しが必要

になる。 
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（３）水遊びやプール活動を行う場合の安全管理 

  ①日頃から準備しておきたいこと 

   ・事故発生時に適切に対処できるよう、職員に対して、心肺蘇生を始めとした応急手当

等を含む救急救命講習等の研修の機会を設ける。 

   ・一刻を争う状況にも対処できるよう、119 番通報、病院などへの連絡を含めた緊急

時の体制及び対応方針を事前に整理し職員間で共有しておく。また、必要な知識や技

術を実践できるよう日常的に訓練を行う。 

   ・プール活動・水遊びに関する指導マニュアルを作成し、保育従事者相互で確認しあい、

共通理解する（プール活動・水遊びの活動の内容や時間帯、時間配分は、子どもの体

調や生活のリズムなど安全性を考慮して適切に定める。監視者の人数・配置は、園の

プールの広さや形、一度に水に入れる人数、年齢、時間帯など園毎の事情を考慮する。 

   ・施設は、日除け対策をする。（遮光ネットを使用するなど） 

   ・複数名で監視するときは、担当エリアを決め、職員相互に確認する。 

   ・水の外で監視に専念する人員を配置することができない場合は、プール活動・水遊び

を中止する。 

   ・時間的余裕をもってプール活動を行う。 

  ②プール活動、水遊びの当日 

（ア）活動開始前 

  ・暑さ指数を確認する。（暑さ指数とは P1３記載） 

    ・監視者は、目立つ色の帽子やビブスなど、周囲から誰が監視者であるか分かるもの

を身につける。子どもたちに、「監視の先生はみんなを守ることが仕事なので、話し

かけない、用を頼まない、一緒に遊んだりできないこと」を知らせておく。 

    ・低年齢児が利用することの多い簡易プール（ビニールプール等）についても、塩素

消毒が必要である。 

  （イ）子どもの準備 

    ・プール遊びの前後には、シャワーを用いて、汗等の汚れを落とす。プール遊びの前

に流水を用いたお尻洗いも行う。 

    ・着替えをするときに外部から見えないよう保育従事者は配慮する。 

  （ウ）プール活動、水遊び中 

    ・排泄が自立していない乳幼児が他者と水を共有しないよう配慮する。 

  （エ）プール活動、水遊び終了時 

        ・終了時に園児が残っていないか、水面及び水中、プールサイドに異物が無いかを確

認する。 

                                                                      
〈監視のポイント〉 
 ◆監視エリアの全体が見えるよう、プールサイドで水の外から監視をしましょう。 

◆監視に専念しましょう。プール活動の指導や片づけはしないようにしましょう。 

◆集中力を保つため、できるだけ定期的に交代しましょう。 

◆規則的に目線を動かしましょう。 

◆動かない子どもや不自然な動きをしている子どもがいないか、気を付けましょう。 

◆担任と連携し、水が苦手な子、指示が伝わりにくい子などの理解の上で監視しましょう。 



10 

 

（４）園外活動時等における見落とし等の発生防止 

  ①日頃から準備しておくこと 

   ・日常的に利用する散歩の経路や目的地についても、事前に異常や危険性の有無、工事

箇所や交通量等を含めて点検し記録を付けるなど、全職員間で情報を共有する。 

    （目的地までいくつかの経路があれば、「ルート１で行く」などを散歩簿に記入する） 

   ・特に、日常的に目的地としていない場所や、前回訪れた際から間隔が空いた場所につ

いては、事前の下見を行う。また、経路に変更がないとしても、工事等により危険箇

所が新たに発生する場合もあることに留意する。 

   ・事故が実際に発生してしまった際に適切な対応を行えるよう、緊急時に職員がとるべ 

き措置の具体的内容及び手順を定めたマニュアルを作成し、全職員の共通理解を図る。

さらに、職員に対する救急救命講習や、事故対応に関する実践的な訓練及び園内研修

の機会を設けるなど、事故発生時の対応についても、日頃から取組を行う。 

 

  ②園外活動を実施する前に行うこと（前日までに） 

   ・散歩計画書を作成し、散歩の目的地、ねらい、時刻、経路、子どもの人数、引率者の

役割分担（職員の配置、位置関係を含む）等を決める。 

   ・場面の切り替わりにおける子どもの人数確認について、ダブルチェックの体制をとる

等して徹底する。 

   ・事前の点検・下見により職員間で共有された危険箇所を元に、安全な目的地や経路を

設定する。 

   ・個別に配慮が必要な子どもの有無について確認する。 

   ・園外活動時の保育参観等を行う場合は、保護者に安全対策に関する事前の説明を行う

など、保護者の参加により引率時の安全管理に支障が生じないよう十分に留意する。 

 

③園外活動を実施する前に行うこと（当日） 

   ・保育従事者は天気、暑さ指数、職員体制、携行品（作動確認を含む）の確認をする。 

   ・保育従事者は、園外活動に連れていく子どもの人数、子どもの特徴を把握し、体調の

確認、衣服の調節と、靴の確認をする。 

   ・保育従事者は、園外に出発することを当日の責任者（園長など）に知らせる。 

   ・職員間で安全対策や子どもに関する事項について、情報共有を行い、役割分担を確認

する。※園外活動に従事する全ての職員間での情報共有を徹底する。 

 

④出発時の注意事項 

      ・子どもの健康状態を確認の上、散歩参加の可否を判断し、実際に散歩を行う子どもの

人数を確認する。 

      ・迷子等の緊急時に備え、出発時の子どもの全員の服装を確認する。必要に応じてカメ

ラによる撮影等を行い記録する。 

   ・出発する前に、散歩計画に実際の出発時刻等を記入し、園長等の責任者や施設に残る

職員と散歩に出発した旨を共有する。 
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   ⑤道路の歩き方 

・車道の歩行は避ける。歩道の白線内の内側やガードレールの内側を歩く。 

   ・保育従事者は、子どもの列の前後（加えて人数に応じて列の中）を歩く。 

   ・交差点、歩道の切れ目、曲がり角、一時停止場所等では一時停止し安全確認を行う。 

   ・ベビーカー等を使用する際には、子どもが指、腕、頭を挟んだり、ぶつけたりしない

よう注意する。（保育従事者も気を付ける） 

   ・保育従事者は、階段昇降時には状況に応じて、子ども同士がつないでいた手を離し、

個々のペースで昇降できるようにする。 

   ・保育従事者は、段差があるなどバランスを崩しやすい箇所では、子どもの発達等に応

じて転倒しないようにそばについて手助けをしたり、声をかけ見守る。 

⑥目的地での注意事項 

・構造物（工事のフェンス等を含む）や植え込み等による死角の有無を確認する。 

・園外活動先に危険物がないか、他園の児童で混んでいないかなど、子どもの安全を守

るうえで問題となることがないかを把握する。 

   ・道路への飛び出しや死角への入り込みを注意しながら、子どもの行動を把握する。 

   ・固定遊具を使用する際は、子どもがぶつかる、落ちるなど怪我につながることがない

よう、固定遊具の介助をしたり見守ったりする。 

   ・目的地への到着時や出発時に加え、必要に応じて人数や健康状態を確認する。 

   ・職員間で情報共有を行う（子どもの増減を職員間で共有する）。 

  ⑦帰園時の注意事項 

   ・子どもの人数を確認する。 

   ・子どもの健康状態、怪我の有無を確認する。子どもも保育従事者も熱中症にならない

よう、暑いときには必要に応じて水分補給を行うなど、健康管理を十分に行う。 

   ・帰園したことを当日の責任者（園長など）に報告する。 

   ・帰園後、散歩計画に実際の帰園時刻等を記入する。 

   ・散歩経路や目的地の危険箇所、個々の子どもの保育上の配慮、ケガ等の事故やヒヤリ

ハット事例があった場合は責任者に伝え、職員間で共有する。 

⑧バス使用の登降園・園外保育 

   ・子どもの欠席連絡等の出欠状況に関する情報について、保護者への速やかな確認及び 

    職員間における情報共有を徹底すること。 

   ・登園時や散歩時の園外保育活動の前後等、場面の切り替わりにおける子どもの人数確    

    認について、ダブルチェックの体制を取るなどして徹底すること。 

   ・送迎バスを運行する場合においては、事故防止に努める観点から、 

     ✿運転を担当する職員の他に子どもの対応ができる職員の同乗を求めることが望

ましいこと。 

     ✿子どもの乗車時及び降車時に座席や人数の確認を実施し、その内容を職員間で共   

      有すること、チェックシートの活用。 

   ・子ども等の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合、子ども等の自動車への
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乗降車の際に、点呼等の方法により子どもの所在を確認すること（令和５年度 4 月か

ら義務付けられています）。 

   ・通園用の自動車を運行する場合は、その自動車にブザーその他の車内の子ども等の見

落としを防止する装置を装備し、その装置を用いて、降車時の所在確認をすること（令

和５年度義務付け、経過措置あり令和 6 年 3 月末で経過措置の期間が終了となりま

した）。 

  ⑨アレルギー 

   ・子どものアレルギー（動物・植物）を把握する。 

   ・散歩中のイヌやネコは見るだけにし、触らせない。 

  ⑩子どもに対する安全の指導 

   ・子どもが交通安全の習慣を身に付けることができるよう、日常における具体的な体験

を通して、交通ルールに関心をもたせるなど、年齢に応じた適切な指導を繰り返し行

うことが求められる。家庭においても交通安全の習慣を身に付けられるよう、保護者

との連携を図ることが重要。 

  ⑪置き去り・見落とし等が発生又は発生しかけた場合の報告 

   ・施設長などの責任者は、職員から事故報告を受けた後、すみやかに区に報告を行う。 

   ・区に報告を行う際は、事故発生前後の状況（出発・到着・事故発生・対象児の保護・

帰園の各時刻、各場面の歳児別の児童数・職員体制・配置、役割分担、対象児の登園

時・当日・普段の様子）を職員から詳細を聞き取る等して整理する。 

   ・園内での置き去り・見落とし等の事故も区への報告対象となる。 

   ・原則として、東京都への事故報告の対象となるため、区に対し、都指定様式による事

故報告書の提出を行う。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【資料】●熱中症予防に関する情報 「環境省ウェブサイト」より引用 1３ページ 

        ●散歩計画表（参考例） 厚生労働省「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」より

引用 １４ページ 

        ●危険‼「取り残し」「置き去り」「閉じ込め」「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を 

得て転載１５～１７ページ  

 

 

 

 

 

 

 

【区への報告先】 

◎私立認可保育所について 

      保育サービス課 民間保育第一係  ３５７９－２４９２ 

 

◎小規模保育所、事業所内保育所、認定こども園、認証保育所、 

認可外保育施設、居宅訪問型保育事業所について 

保育サービス課 民間保育第二係  ３５７９－２４９４ 

 



13 

 

●熱中症予防に関する情報 

（出典：環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php）） 

◆暑さ指数（WBGT）とは？ 

暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe Temperature）は、熱中症を予防

することを目的として 1954 年にアメリカで提案された指標です。 

単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示されますが、その値は気温とは異なります。暑さ指数

（WBGT）は人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、人体の熱収支に与え

る影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、 ③気温の３つを取り入

れた指標です。 
※日々の指数は、環境省熱中症予防サイト「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」 

  （https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php）で調べることができる。 

◆日常生活に関する指針 
温度基準 

（WBGT） 

注意すべき 

生活活動の目安 
注意事項 

危険 

(31 以上) すべての生活活動で 

おこる危険性 

高齢者においては安静状態でも発生する危険性が大きい。 

外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。 

厳重警戒 

(28～31※１) 
外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。 

警戒 

(25～28※２) 

中度以上の生活 

活動でおこる危険性 

運動や激しい作業をする際は定期的に充分に休息を取り入れ

る。 

注意 

(25 未満) 

強い生活活動で 

おこる危険性 

一般に危険性は少ないが激しい運動や重労働時には発生する危

険性がある 

 ※1：28 以上 31 未満、※2：25 以上 28 未満を示します。 

 

◆運動に関する指針 
気温 

（参考） 
暑さ指数 
（WBGT） 

熱 中 症 予 防 運 動 指 針 

35℃以上 31 以上 運動は原則中止 
特別の場合以外は運動を中止する。 

特に子どもの場合には中止すべき。 

31～35℃ 28～31 

厳重警戒 

(激しい運動は

中止) 

熱中症の危険が高いので、激しい運動や持久走など体温が

上昇しやすい運動は避ける 

10～20 分おきに休憩を取り水分・塩分の補給を行う 

暑さに弱い人※は運動を軽減または中止 

28～31℃ 25～28 
警戒 

(積極的に休憩) 

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、水分・

塩分を補給する 

激しい運動では、30 分おきくらいに休憩をとる 

24～28℃ 21～25 

注意 

(積極的に水分

補給) 

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある 

熱中症の兆候に注意するとともに運動の合間に積極的に

水分・塩分を補給する 

24℃未満 21 未満 
ほぼ安全 

(適宜水分補給) 

通常は熱中症の危険は小さいが適宜水分・塩分の補給は必

要である 

市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するの

で注意。 

 ※暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など 

（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（2019）より
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危険  「取り残し」「置き去り」「閉じ込め」 

「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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危険  「取り残し」「置き去り」「閉じ込め」 

「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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危険  「取り残し」「置き去り」「閉じ込め」 

「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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（５）感染症予防や食中毒への対応 

   保育所等は、乳幼児が長時間にわたり集団で生活する場であり、一人一人の子どもは 

もちろんのこと、集団全体の健康と安全を確保することが求められる。 

    保育所等では、乳幼児の生活や行動の特徴、生理的特性を踏まえ、感染症に対する正

しい知識や情報に基づいた感染症対策を行うことが重要である。 

   ①保育環境を整える 

   ・日々の清掃で清潔に保つ。ドアノブ、手すり、照明のスイッチ（押しボタン）等は、

水拭きをした後、アルコール等による消毒を行う（嘔吐物や排泄物の処理等は塩素系

消毒薬を用いる）。 

   ・季節に合わせた適切な室温や湿度を保ち、十分な換気を行う。加湿器使用時には、水

を毎日交換する。また、エアコンも定期的に清掃する。喚起については、季節や施設 

状況に応じて窓あけのほか、換気扇や扇風機等を活用し効果的な対策とないようにす

る。【保育室環境のめやす】室温：夏 26～28℃、冬 20～23℃、湿度：60％ 

   ・食事の前、調乳前、配膳前、トイレの後、おむつ交換後、嘔吐物処理後などには、石

けんを用いて流水でしっかりと手洗いを行う。 

   ・タオルの共用は行わず、持参タオルか、ペーパータオルを使用する。持参のタオルを

タオル掛けに掛ける際には、タオル同士が密着しないように間隔を空ける。 

   ・直接口に触れる乳児の遊具については、遊具を用いた都度、湯等で洗い流し、干す。 

   ・消毒の実施時は、子どもを別室に移動させる、換気を十分に行うなど、消毒薬の種類

に合わせて正しい使用方法を守ることが重要である。 

   ・ビニールプール等で水遊びをする際に、下痢気味の児童等を水に入れない。 

   ・保育所等における保育活動を行う中での感染防止対策は、乳幼児特有の事情や施設の

規模等を踏まえて、あくまで可能な範囲で実施することが重要である。 

・子どもの年齢に応じて、手洗いの介助を行うことや適切な手洗いの方法を指導する。 

   ②保護者に伝える 

      ・歯ブラシ、コップ、水筒などを持ち帰った場合は、洗って、乾燥して持参する。 

   ・汚れた衣類や寝具（嘔吐物、便、血液など）は適切な方法で洗う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※感染症対策に関する最新の情報は、厚生労働省の通知等を参照する。 

【資料】●排泄物・おう吐物の処理等 東京都福祉保健局「ノロウイルス対応標準マニュアル ダイジェスト版 

（平成 28 年度改訂版）」１９～２０ページ 

〈おむつ交換について〉 

・糞便処理の手順を職員間で徹底する。 

・おむつ交換は、手洗い場があり食事をする場所と交差しない一定の場所で実施する。 

・おむつの排便処理の際には、使い捨て手袋を着用する。 

・下痢便時には、周囲への汚染を避けるため、使い捨てのおむつ交換シート等を敷いて、 

 おむつ交換をする。 

・おむつ交換後、特に便処理後は、石鹸を用いて流水でしっかりと手洗いを行う。 

・交換後のおむつは、ビニール袋に密閉した後に蓋付き容器などに保管する。 

・交換後のおむつの保管場所について消毒を行う。 
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※ 東京都福祉保健局「ノロウイルス対応標準マニュアル ダイジェスト版（平成 28 年度改訂版）」より引用 
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※ 東京都福祉保健局「ノロウイルス対応標準マニュアル ダイジェスト版（平成 28 年度改訂版）」より引用 
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（６）保育環境の整備 

  ①保育室 

   ・鋭角な角にはクッションカバーなどをつける。 

   ・床は濡れたままにしない。 

   ・床で滑ったりつまずいたりする場所がないようにする。 

   ・ベッドや棚のネジの緩みがないか、定期的に点検する。 

   ・カーテン、カーペットやマットは防炎加工の物を使用する。 

   ・避難を妨げる物品を置かず、避難経路を確保する。 

 

  ②園庭 

   ・毎朝、危険物がないか不衛生な物がないかを点検をする。 

   ・固定遊具や砂場の遊び方、植物飼育物の扱い方について職員間で情報を共有する。    

   ・園庭遊び中、保育従事者は常に子どもの人数を把握し、遊び場所や保育従事者が変わ

る時、保育従事者がその場を離れる時は声を掛ける。 

   ・保育従事者間で、遊具の安全確認や使用時の転落転倒防止の対応を確認する。 

   ・転倒時の安全確保と日差しを避けるために、子どもには帽子を被らせる。 

 

  ③壁面 

   ・釘が出ていないか、突起物がないかを確認する。 

   ・園舎内では画鋲やピンは使用しない。 

   ・丸いマグネットは誤飲による窒息の恐れがあるので、棒状のマグネットが望ましい。 

   ・子どもの手が届く高さにあるコンセントは、カバーをつけるか家具で隠す。 

   

  ④家具 

   ・可動式の家具はストッパーをかけ、転倒防止対策をする。 

   ・棚上の物が落下する恐れはないか、引き出しは閉まっているかを確認する。 

   ・鋭角な角などにはクッションカバーをつけ、引き出しには開閉ストッパーをつける。 

   ・棚上にかけるクロスは、子どもが引っ張ることができないようにする。 

 

  ⑤ベランダ 

   ・子どもの落下につながる、足がかりになるような物は置かない。 

   ・床が濡れて滑って転ばないか、汚れていないかの確認をする。 

 

  ⑥トイレ 

   ・職員は定期的にトイレ内の点検を行い、床が濡れていたら拭く。 

   ・保育従事者は、個室内にいる子どもの安全を確認する。 

   ・保育従事者は、おむつ交換台に子どもを乗せている時には絶対に目を離さない。 
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  ⑦洗濯室 

   ・出入り口の扉は常に閉める。 

   ・子どもは出入りさせない。 

   ・洗濯機の蓋は閉めておく。 

   

  ⑧その他 

   ・子どもの誤嚥・誤飲・窒息につながるものを持ち込まない、身に付けない。 

   ・子どもの発達に応じたおもちゃを使う（素材、大きさ）。 

   ・子どもの手の届くところに、重い玩具、危険な物を置かない。 

   ・施設は薬品・洗剤などの管理を徹底し、子どもの手の届くところに置かない。 

   ・栽培の作物、ミニトマトなどは口に入れやすいので、栽培用ネットをかけ、子どもの

手が届かないようにする。 

   ・カバンや水筒を斜め掛けする時は、ひもが首にかからないように気を付ける。 

   ・異年齢で遊ぶ場合は遊具の選択に気を付け、遊びかたを指導する。また、園庭や公園

の固定遊具の年齢別のルールを決め職員間で共有する。 

   ・絨毯のめくれや小物、つまずきやすい物が歩行の妨げになっていないか注意する。 

 

 

 

 

 

 

※ 後片付けやお迎え対応の時間、役割分担が曖昧で子どもを観察していない時間に重

大事故の発生が多いようです。全職員で安全管理・事故防止対策について共通認識

を持ち、安全確認の際には指さし確認を行う、職員間で受け渡しを確認するなど、

組織的に徹底した対応をとることが必要です。 

  

子どもたちが安全に日々を過ごすためには、毎日の保育環境を整え、危険と思われる

箇所は適切な対策を講じることが必要です。子どもの安全を守るため、子どもの発達

を踏まえた環境づくりを心がけましょう。 
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（７）ヒヤリハットやアクシデント記録の活用 

  ①ヒヤリハット記録の活用 

   「ヒヤリ」としたが、園児には影響はなかった場合に記載します。保育従事者は、ヒヤ

リハット記録用紙に書くことで、なにが危険であり、改善するためにはどうしたらよいか

に気づくことができます。 

      ヒヤリハット記録はクラス・チームごとに毎日共有しましょう。また、全職員で定期的

に報告しあい、原因と予防策を分析しましょう。 

（例）アレルギー児に、該当食材を除去していない皿をトレイに乗せたが、同僚がミスに気

付いて指摘したので、児童に提供されることはなかった。 

（例）廊下の角を曲がる時に、子ども同士がぶつかりそうになった。 

 

②アクシデント記録の活用 

   園児に怪我などの影響があった場合に記載します。保育従事者は記録の過程で、子ども

の動線や時間帯、職員の立ち位置、声掛けなどの見直しや分析をします。アクシデント記

録は全職員で共有し、改善策を全職員で検討・共有することで、再発防止に役立てていき

ましょう。 

 （例）アレルギー児に該当の食材を除去していないトレイを配膳してしまい、そのまま食べ

てしまった。すぐに保護者に連絡し、経過を観察することになった。 

 （例）友達と手をつないで走っていて、一人が転倒したため手を引かれる形でもう一人も転

倒してしまった。 

 

※ヒヤリハットやアクシデントの多い子や多い場所については、特に注意して対応しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈重大事故＞ 

 ・死亡事故 

 ・意識不明事故（どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの） 

 ・治療に要する期間が 30 日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故 

 

※重大事故や迷子、置き去り、連れ去り等が発生し、又は発生しかけた場合、その

他児童の生命又は身体被害に係る重大な事故に直結するような事案が発生した

場合は、すみやかに保育サービス課に報告してください（原則当日、遅くとも翌

日に国・都の指定様式による報告書の提出も必要です）。 

◎私立認可保育所について 

   保育サービス課 民間保育第一係  ３５７９－２４９２ 

◎小規模保育所、事業所内保育所、認定こども園、認証保育所、 

認可外保育施設、居宅訪問型保育事業所について 

保育サービス課 民間保育第二係  ３５７９－２４９４ 
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【資料】●ヒヤリハット・アクシデント記録用紙（例）２4 ページ 

ヒヤリハット・アクシデント記録用紙（例） 

 

 

 

 

＊受診に至らない負傷について記載する場合 

 

 

 

 

 

 

ヒヤリハット    記録 

No. 発生日時  令和  年  月  日（ ）  時  分   記録者 

 

場所 
   

誰が     組   歳児 名前       男   女 

どうした 
 

  

原因 
 

  

改善点 

 

 

  

       アクシデント    記録 

発生日時  令和  年  月  日（ ）  時  分 記録者 

 

場所    

     組   歳児 名前      男   女 

事故部位 

 

 

 

事故発生状況  

 

 

 

事後措置  

 

 

 

 

保護者への連絡対応状況 

 

 

 

反省・再発防止策・改善点 
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（８）保育従事者による虐待の防止及び発生時の対応 

   ①虐待を未然に防ぐために 

   子どもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所等において、虐待等はあってはならず、

保育所等において改めて虐待等の発生防止を徹底してください。 

   令和５年５月に、こども家庭庁が「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等

に関するガイドライン」初版が発出された。 

   保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱える

ことなく安心して保育所等と幼稚園等に通うこどもを預けられるような環境を整備して

いく必要があることから、「児童福祉法等の一部を改正する法律（令和 7 年法律第 29 号。

以下「改正法」という）が令和 7 年 4 月 18 日に成立した。 

   改正児童福祉法において、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の４つを「虐

待」と定義し、虐待が疑われる場合の通報義務を設けた。（令和 7 年 10 月 1 日施行) 

  初版は保育所等を対象から改訂版は、一時預かり事業、病児保育事業、乳児等通園支援事

業及び幼稚園等も対象とする。 

令和７年 8 月改訂「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関する

ガイドライン」令和 7 年 9 月「保育所等における虐待発生時等対応マニュアル」が発出さ

れた。 

 

  ②虐待の未然防止にあたっての重要事項 

  〇こどもの権利擁護について 

  ・保育所等はこどもの最善の利益を第一に考慮し、こども一人一人にとって心身ともに健

やかに育つために最もふさわしい生活の場であることが求められる。 

  〇各職員や施設単位で日々の保育実践における振り返りを行うこと 

・「子どもの人権に配慮した保育となっているか」「こどもにとってどうなのか」の視点か

ら考えていくことが大切である。（例：保育士会チェックリスト等を活用する） 

・個々の振り返りや職員間のミーティング等における対話を通じて保育の実践を捉えなお

し保育の専門職として保育の質の向上を目指すことが重要である。 

〇職員一人ひとりがこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること 

・「こどもの人権への配慮、一人一人の人格の尊重」を位置づけ、自己評価を行うことが重

要である。（例「保育所における自己評価ガイドライン（2020 年改訂）」「保育所におけ

る自己評価ガイドライン」の改定について（通知文）を活用する。 

 

日々の保育実践における不安等に関する巡回支援指導員へのご相談については、巡回時の

ほか電話も受け付けています。 
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【虐待等の行為類型別の具体例】（「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関 

するガイドライン」から抜粋） 

行為

類型 
虐待等の具体例 

身
体
的
虐
待 

・ 首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸

しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与え

ない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれの

ある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為 

・ 打撲傷、あざ（内出血）、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見

的に明らかな傷害を生じさせる行為 など 

性
的
虐
待 

・ 下着のままで放置する 

・ 必要の無い場面で裸や下着の状態にする 

・ こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為（教唆を含む） 

・ 性器を見せる 

・ 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する（無理やり聞

かせる、無理やり話させる） 

・ こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う 

・ ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる  

・ わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する など 

ネ
グ
レ
ク
ト 

・ こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩しているこどもに必

要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する 

・ こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない（愛情遮断など） 

・ おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする 

・ 泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する 

・ 視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う 

・ 適切な食事を与えない 

・ 別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す 

・ 虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的

虐待、心理的虐待を放置する 

・ 他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する 

・ その他職務上の義務を著しく怠る など 

心
理
的
虐
待 

・ ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど 

・ 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする 

・ こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど 

・ こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど（例えば、日常的にからかう、「バカ」

「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど） 

・ こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど（例えば、食べこぼしなどを嘲笑す

る、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱

暴に扱う、壊す、捨てるなど） 

・ 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う 

・ 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など 

※上記具体例は、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」や「障害者福祉施設等における障害者虐待の

防止と対応の手引き」等で示す例を参照し、保育所等向けの例を記載したもの。 

 
＊保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う①身体的虐待②性的虐待③ネグレクト④心理的虐待の

行為をいう。（改正児童福祉法第 33 条の 10 第 1 項） 

＊保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならない

とされている。（改正児童福祉法第 33 条の 11） 

＊個別の行為などについて考えたとき、虐待であるかどうか判断しづらい場合もある。そうした場合に

は、保育所等に通うこどもの状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断すべきだが、その際に

も、当該こどもの立場にたって判断すべきことに特に留意する必要がある。 



27 

 

  

 ③虐待と判断される行為の指標                              

  虐待の判断については、こどもに対して行われた行為が、ガイドラインに示す虐待に該当するか

どうかを検討する。その後、その行為だけでは判断できない場合には、主として、行為の強度・頻

度、保育士・保育教諭等の意図、こどもの状況・こどもへの影響を勘案し、虐待に該当するのかを

判断する。 

  〇行為の強度・頻度 

  ・「殴る」「蹴る」「叩く」「逆さ吊りにする」「ご飯を押し込む」という行為は、その強度や頻度に

関わらず、虐待に該当するものであるが、行為そのものだけでは明らかに虐待であると判断で

きないものであっても、その強度や頻度によっては、虐待に該当する可能性がある。 

  ・行為の強度として低いと判断され、その行為自体が虐待とまでは言えないものであったとして

も、それが特定のこどもに対して繰り返し行われているような場合には、虐待の可能性があ

る。 

  〇保育士・保育教諭等の意図 

  ・身体的虐待が疑われる行為の多くや性的虐待が疑われる行為は、基本的に保育士・保育教諭等

の意図は考慮しないが、特にネグレクトや心理的虐待が疑われる行為については、保育士・保

育教諭等がどのような意図でその行為を行ったのかという観点で、行われた行為を分析するこ

とも重要である。 

  〇こどもの状況・こどもへの影響 

  ・まずは、こどもの状況に関わらず、行われた行為自体が虐待に該当するものであるかどうかを

判断する必要があるが、行為によっては、行為が行われるに至った背景として、その時のこど

もの状況や、行為が行われた結果として、その後のこどもの状況についても勘案する必要があ

る。 

 

  ④虐待が疑われる事案が発生した場合 

   改正法において、虐待を受けたと思われるこどもを発見した者は、速やかに、これを

板橋区に通報しなければならないこととされています。（改正児童福祉法第 33 条の 12

第 1 項） 

   虐待と疑われる事案を保育所等で発見した場合には、保育所等は状況を正確に把握す

るとともに、板橋区に把握した状況等を速やかに情報提供・相談し、今後の対応につい

て協議することが必要です。 

   その際に基本となるのが、「隠さない」「嘘をつかない」という誠実な対応である。こ

どもや保護者への適切なケアを含め、そのような対応が早期に行わないことは、改善の

機会を遅らせ、こどもに対して大きな不利益を与え続けることになる。 

   保育所等が組織として適切な対応を行わない場合、虐待と疑われる事案の発見者は一

人で抱え込まずに速やかに区の保育所等における虐待等通報・相談窓口に相談すること

が重要です。なお、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）第５条には、公益通

報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定

されています。 

   虐待と疑われる事案に該当しないが、日々保育の現場において行われる行為は、仮に

その１つ１つが虐待等に該当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善

が図られなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るものが存在す

る。こうした行為が認められた場合、引き続きより良い保育に向けた日々の保育実践の

振り返り等の対応を進めるとともに、保育の専門職としてさらなる保育の質の向上を目

指していくことが重要です。 
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（９）保育士による児童生徒性暴力等の防止及び発生時の対応 

  ➀保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針  

  本指針の目的（抜粋） 

 〇 児童を守り育てる立場にある保育士1が、児童に対して性暴力等を行い、当該児童の尊

厳と権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復しがたい心理的外傷や心身に対する重大

な影響を与えるなどということは、断じてあってはならない。加えて、一部の保育士に

よる加害行為により、児童と日々真摯に向き合い、児童が心身ともに健やかに成長して

いくことを真に願う、大多数の保育士の社会的な尊厳が毀損されることはあってはなら

ない。 

②児童生徒性暴力等を未然に防止するための取組の推進 

 〇 保育所等は、保育士による児童生徒虐待暴力等を未然に防止するための取組を推進す

ることが重要であり、保育士に対して児童生徒性暴力等につながる行為をさせないこと

に加え、そのような行為につながる可能性がある環境や組織体制などに潜むリスクを取

り除く必要がある。 

 〇 このため、保育士に対する研修や啓発の取組を効果的なものに充実させ、継続的に実

施することなどにより、繰り返し児童生徒性暴力等の防止等に関する服務規律の徹底を

図るとともに、保育所等は必要なルールや取組等などを整理・周知し、全ての保育士で

共通理解を図りながら組織的に対応を進めることが必要である。 

 

 〇 被害を未然に防止する観点から、他の保育士の目が行き届きにくい環境となる場面を

できる限り減らしていくことが重要であり、環境の見直しによる密室状態の回避や組織

的な支援体制の構築など、予防的な取組等を強化することが必要である。児童や職員の

数が少ない環境や時間帯などについては、特に留意して措置を講ずる必要がある。 

 

③都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応 

  ・改正法の規定のうち、特定登録取り消し者の氏名及び取消事由等のデータベースに係

る規定は、令和６年４月１日から施工された。これにより、保育士を任命又は雇用し

ようとする者は、保育士を任命又は雇用しようとするとき、データベースの活用が義

務付けられている。 

  ・任命権者等2は、その任命又は雇用する保育士による児童生徒性暴力等の事実があると

思料するときは、速やかにその旨を板橋区に報告しなければならない。この報告は虚

偽又は過失によるものを除き、守秘義務の規定に抵触するものと解してはならない

（法第 18 条の２０の３）。 

 
1 保育士には、保育士登録を受けて保育教諭として幼保連携型認定こども園で勤務する者等も含む。 
2 基本指針では、「保育士を任命し、又は雇用する者」を「任命権者等」と略している。任命権者等には、公設公営の保育所

等であれば区市町村長(区市町村によっては教育委員会)が、その他の保育所等であれば雇用主が該当すると考えられる。 

 本書では、民間保育所等を想定し、基本指針からの抜粋部分を除いて「任命権者等」を「雇用主」と言い換えている。 
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  ・保育士による児童生徒性暴力等は決して許されないことであり、改正法の趣旨を踏ま

え、こうした非違行為があった場合には、保育士登録の取り消しについて、適正かつ

厳格な実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保育所等における虐待等通報・相談窓口】 

◎私立認可保育所について 

  保育サービス課 民間保育第一係  ３５７９－２４９２ 

◎小規模保育所、事業所内保育所、認定こども園、認証保育所、認可外保育施設、 

居宅訪問型保育事業所、病児保育事業について 

  保育サービス課 民間保育第二係  ３５７９－２４９４ 
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２ 事故発生時対応 
  重大事故発生時の対応については、平成２８年３月に厚生労働省から「教育・保育施設等

における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】」が発

出されています。 

  ガイドラインの内容を踏まえ、重大事故が発生した時に、どのように対応したらよいか、

誰もが対応できるようにフローチャート化し、職員に周知しておくことが大切です。重大事

故の発生に備え、作成したフローチャートを元に事故発生時の訓練を行いましょう。 
 

★事故発生後は、すみやかに事故の発生状況を記録することが必要です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】」より） 
 

緊急時のフローチャート         

 

          発見した職員は、近くの職員に知らせる 

発生状況を把握する 

応急手当をする          

園長、看護師に連絡 
 

   
               判断に迷う場合は受診 
              首から上の怪我（打撲など）は 

受診することを基本とする 

                           
 

緊急は救急車を要請                          怪我に応じた手当をする    

保護者への連絡  

（かかりつけ医の確認）  

                発生後の対応経過を時系列に沿って記録する 

                  （いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように） 

         
  把握している事実を正確に伝え、丁寧に謝罪する 

               帰園後、保護者に連絡して児童の様子を確認する 

      
  事故報告書を作成する 

  重大事故等で自治体への報告を要する場合は板橋区に報告する 

   
             職員会議を開き、事故の原因分析と再発防止策の検討をする 

             話し合ったことを記録し、全職員に周知する 
【資料】●緊急対応時の流れ「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載２９～３０

ページ 

 

事故発生 

＜記録する際の留意事項＞ 
  １ 修正できないボールペンなどで、時系列で紙に手書きで記録する。 

  ２ 事故現場にいた職員が一人ひとり個別に記録する。 

  ３ 記録する前や記録している最中は、他の職員と相談や話をしない。 

  ４ 記入したものを他の職員には見せない、また、他の職員が書いたものを見ない 

     記入した内容について話をしない。 

  ５ 記入した後は、施設・事業所による保管の他、板橋区との情報共有を図る。 

  ６ 記入後、本人が加筆・修正する場合には、元の記録用紙を加筆・修正するとともに、

板橋区との情報共有を図る。 

＜園外で事故発生時＞ 
・事故の発生状況を把握し応急手当 

・他の子どもの安全を確保 

・園に連絡して応援を求める 

・病院にいくか、帰園するか判断 

・状態によってはその場で救急車の要

請をし、園と連絡を取り合う 

受診する  受診しない 

処置の決定 

記録の作成 

保護者対応 

事故の報告書 

事故の振り返り 

「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 
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「保育の安全研究・教育センターのウェブサイト」から許可を得て転載 



 

【参考資料の一覧】 

◆教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン 

【事故防止のための取組み】～施設・事業者向け～ 

【事故発生時の対応】～施設・事業者、地方自治体共通～ 

（平成 28 年３月「平成 27 年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライン等に関する 

調査研究事業検討委員会」作成） 

◆保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019 年改訂版） 

（2019（平成 31）年 4 月厚生労働省） 

◆保育所における感染症対策ガイドライン（2018 年改訂版） 

（2018（平成 30 年）３月厚生労働省）（202３年（令和５年）５月一部改訂） 

◆認可保育施設における午睡中の死亡事例に関する検証報告書 

 （令和元年８月５日板橋区保育施設等における事故検証委員会） 

◆保育施設における睡眠中の事故防止及び救急対応策の徹底について（通知） 

 （平成 30 年 10 月 21 日東京都福祉保健局少子対策部保育支援課長等） 

◆果物の離乳食提供時における注意点について（通知） 

 （令和５年６月 15 日板橋区子ども家庭部保育運営課長） 

◆保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項 

 （令和元年６月 21 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室等） 

◆保育所等における安全計画の策定に関する留意事項等について 

 （令和４年 12 月 15 日厚生労働省子ども家庭局保育課） 

◆保育所等の園外活動時等における園児の見落とし等の発生防止に向けた取組の徹底について 

 （令和４年４月 11 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室等） 

◆保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部における安全管理の徹底について 

 （令和３年８月 25 日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室等） 

◆児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について（通知） 

 （令和４年 12 月 28 日厚生労働省子ども家庭局長等） 

◆保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理 

の徹底について（再周知）（令和４年９月６日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室） 

◆教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について（通知） 

 （令和４年６月 13 日内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当） 

◆食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！（令和３年１月 20 日消費者庁） 

◆食品による子供の窒息事故に御注意ください！（平成 29 年３月 15 日消費者庁） 

◆令和４年度保育所講習会資料（東京都福祉保健局） 

◆保育所指導検査基準（令和４年８月１日適用板橋区） 

◆子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック（2023 年１月消費者庁消費者安全課） 

◆教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議年次報告（平成 30 年７月） 

◆特定教育・保育施設等における事故の報告について（依頼） 

  （平成 27 年３月 27 日東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課長） 

◆特定教育・保育施設等における事故の報告等について 

  （平成 29 年 11 月 10 日内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）等） 

◆特定教育・保育施設等における事故発生時等の対応について 

  （平成 27 年３月 27 日東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課長） 

◆乳幼児突然死症候群（SIDS）診断ガイドライン（第２版） 

（2012 年（平成 24 年）10 月厚生労働省 SIDS 研究班） 

◆新型コロナウイルス感染症対策に関する保育所等に関するＱ＆Ａ（第二十一報） 

（令和５年５月２日こども家庭庁成育局保育政策課） 

◆社会福祉施設等におけるノロウイルス対応標準マニュアル（第３版） 



 

（平成 18 年１月（平成 25 年 12 月改訂）東京都福祉保健局） 

◆保育所等における虐待等に関する対応について 

  （令和４年 12 月７日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室等） 

◆昨年来の保育所等における不適切事案を踏まえた今後の対策について 

  （令和５年５月 12 日こども家庭庁成育局長等） 

◆虐待等の未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化について 

  （令和５年５月 12 日こども家庭庁成育局基盤企画課等） 

◆不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き 

  （令和３年３月株式会社キャンサースキャン） 

◆保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト 

  （平成 29 年３月作成（平成 30 年４月一部改訂）全国保育士会） 

URL https://www.z－hoikushikai.com/about/siryobox/book/checklist.pdf 

◆保育の安全研究・教育センターウェブサイト 

◆環境省ウェブサイト（熱中症予防情報サイト）「暑さ指数(WBGT)の実況と予測」  

◆保育所保育指針（平成 29 年厚生労働省告示第 117 号） 

◆保育所保育指針解説（平成 30 年３月厚生労働省） 

◆保育所等で使用するバスの乗降時の確認の徹底及び安全装置の適正使用について 

（東京都福祉局子供・子育て施策推進課 子供・子育て支援部保育支援課 令和 5 年 9 月 4 日通知） 

◆教育・保育施設等における睡眠時の安全管理の徹底について 

（子ども家庭庁成育保育政策課 東京都福祉局子供・子育て施策推進課 令和６年２月８日 通知） 

◆保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針 

（厚生労働省子ども家庭局令和 5 年 3 月 2７日通知） 

◆都内の保育所等で保育士による児童生徒性暴力等が発生した場合の対応  

（東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課令和６年１月） 

◆令和６年度認可外保育施設 検査実施方針   令和６年４月 

◆児童福祉施設等における食事の提供ガイド   令和 7 年 9 月 

◆保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応に関するガイドライン 令和７年８月改訂 

◆保育所等における虐待発生時等対応マニュアル 東京都福祉局子供・子育て支援部保育支援課 令和 7 年 9 月 

◆保育所等における感染症対策ハンドブック  東京都 令和７年 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：令和８年２月１日 板橋区子ども家庭部保育サービス課 

民 間 保 育 第 一 係    ☎ ０３－３５７９－２４９２ 

民 間 保 育 第 二 係    ☎ ０３－３５７９－２４９４ 

参考資料より引用・転載した文もあるため語尾が「です・ます調」「である調」が混在しています。 


